
ワークショップ事務局 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ さいたま第4支社 担当：松山 080-6710-6329

台風や地震などの自然災害の頻発、感染症の流行など、社会はより一層、先行きが不透明であり、
事業活動の継続に支障をきたす事態も想定されます。そのような中で、今般、防災減災対策として重要と
なる「事業継続力強化計画」について計画策定から申請までの流れをわかりやすくご説明させていただくと
同時に、事業継続力強化計画の策定に向けたワークショップを開催いたします。
実際に計画策定に繋げていくワークを行いますので是非ご参加ください。

防災・減災の事前対策に関する計
画を経済産業大臣が認定し、認
定を受けた中小企業は、税制優
遇や補助金の加点などの支援策を
活用できるというものです。

□ 補助金（ものづくり補助金等）の優先採択
等々

□ 防災・減災設備に対する税制措置

□ 低利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援

認定メリット「事業継続力強化計画認定制度」とは

「事業継続力強化計画策定ワークショップ」のご案内

ＦＡＸ：０４８－８５５－７５０５

主催：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
共催：戸田市・戸田市商工会・三井住友海上あいおい生命保険株式会社

※実際にテーブルを分散しテーブル毎にグループワークを行います
※ご持参頂いた証券やハザードマップ・事業継続力強化計画ひな型などを活用し自社の計画を考えます
※作成した資料とハザードマップはお持ち帰り頂き、申請の骨子にして頂きます（申請までの支援も可能です）

自社の計画策定がワークショップ（約２時間）で完成できます

日
時

2026年2月24日（火）
（午前の部）10:00～12:00
（午後の部）14:00～16:00
午前・午後：同じ内容です

会
場

埼玉県戸田市上戸田1-21-23

戸田市商工会館

お申込み

定員
各回10社限定（申込順）
（１社２名様までとさせていただきます）

内容

第一部 ■座学
「自然災害の最新事情」と「企業が存続する為の
BCP（事業継続力強化計画）の必要性」

第二部 ■グループワーク

「実際に事業継続力強化計画を作ってみる」

参加日時

法人名

住所

フリガナ

参加者名

連絡先

（携帯番号等）

メールアドレス

②

午前の部 午後の部

①

※ご記入いただいたお客さまの個人情報は、「当ワークショップ参加のためのご案内、資料送付」を目的にあいおいニッセイ同
和損害保険株式会社が取得させていただきます。個人情報の取扱いにつきまして、本取扱いにご同意いただいた上で、回答いた
だきますようお願い申し上げます

【お申込締切：2月13日（金）】

「サイバーセキュリティ態勢診断サービス付！（サイバー攻撃からの防衛）

当該取り組みは、埼玉県の「彩の国ＢＣＰサポーター制度」と連動します！

特
典

〇戸田市・あいおいニッセイ同和の包括連携協定事業


